[bookmark: _lwh00dmcsjiv]土地信託契約書

委託者●●（以下「甲」という。）と、受託者●●（以下「乙」という。）とは、甲が所有する土地の管理・運用に関し、信託法その他関係法令に基づき、次のとおり土地信託契約（以下「本契約」という。）を締結する。

[bookmark: _xtxvjs7vdo3j]第1条（目的）
本契約は、甲が所有する土地を乙に信託し、乙が当該土地を管理・運用することにより、その収益を受益者に帰属させることを目的とする。

[bookmark: _5rvd1xqavegw]第2条（信託財産）
本契約に基づき信託される土地（以下「信託土地」という。）は、別紙に定める土地とする。

[bookmark: _s7ezqdk8m17]第3条（信託の設定）
甲は、本契約締結日をもって、信託土地を乙に信託し、乙はこれを受託するものとする。

[bookmark: _1ivs613rnj8j]第4条（信託期間）
信託期間は、本契約締結日から●年とする。ただし、甲乙協議のうえ、書面により合意した場合には、信託期間を延長することができる。

[bookmark: _8idul7ucc3vz]第5条（受益者）
本契約に基づく信託の受益者は、甲とする。ただし、甲は、法令の定めに従い、受益者を変更することができる。

[bookmark: _m3kqq7ekaiyo]第6条（信託土地の管理・運用）
乙は、善良な管理者の注意をもって、信託土地を管理・運用するものとし、信託の目的に反する行為をしてはならない。

[bookmark: _yjlf7cuvphjx]第7条（処分行為）
乙は、信託土地の売却、担保設定その他の処分行為を行う場合には、あらかじめ甲の書面による承諾を得るものとする。

[bookmark: _wxhg58gj2n12]第8条（信託報酬）
乙は、本契約に基づく管理・運用業務の対価として、別途定める信託報酬を受領するものとする。

[bookmark: _l9zbjohxsocf]第9条（費用負担）
信託土地の管理・運用に要する費用、税金及び公課は、信託財産から支払うものとする。

[bookmark: _hkh7ptope8t9]第10条（帳簿の作成及び報告）
乙は、信託財産に関する帳簿を作成し、甲から求めがあった場合には、信託の状況を報告するものとする。

[bookmark: _mkypg9apjg99]第11条（損失の負担）
信託土地の管理・運用により生じた損失は、信託財産の範囲内で負担するものとし、乙は自己の故意又は重過失による場合を除き、責任を負わない。

[bookmark: _y9lwkvahntlu]第12条（契約の解除）
甲又は乙は、相手方が本契約に違反し、相当期間を定めて是正を求めてもなお改善されない場合には、本契約の全部又は一部を解除することができる。

[bookmark: _zaaoolrme9er]第13条（信託の終了）
信託期間の満了、又は本契約の解除により信託が終了した場合、乙は、信託土地及び残余財産を速やかに甲に返還するものとする。

[bookmark: _2vygpm6vg6ur]第14条（秘密保持）
甲及び乙は、本契約に関連して知り得た相手方の非公開情報を、第三者に開示又は漏えいしてはならない。

[bookmark: _lkijyh86a9j5]第15条（協議事項）
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた場合には、甲乙誠意をもって協議し解決するものとする。

[bookmark: _anerbuj2mmk0]第16条（準拠法及び管轄）
本契約は日本法を準拠法とし、本契約に関して生じる紛争については、●●地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。

●●年●月●日

甲（委託者）
住所：
氏名（名称）：
代表者名：　　　　　　　　　　　　　　印

乙（受託者）
住所：
氏名（名称）：
代表者名：　　　　　　　　　　　　　　印


